
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

墨田区公園マスタープランとは 

１ 意義 

 「墨田区公園マスタープラン」は、墨田区が管理する都市公園及びこれに準ずる施設

（以下「公園等」という。）の目指す公園像を示した、区の公園行政の羅針盤となる総合

的な計画である。 

２ 位置付け 

 今回改定する「墨田区公園マスタープラン」（以下「改定公園マスプラ」という。）は、

「墨田区基本計画」、「墨田区都市計画マスタープラン」及び「第二次墨田区緑の基本計画」  

を上位計画としており、これらの計画の将来像や理念などを踏まえた、区内の公園等 

の新規整備、改修整備、管理運営等についての方向性を示す計画として位置付けている。 

４ 対象とする公園等の範囲 

改定公園マスプラは、区内の区立公園（公園及び児童遊園）及び区民広場を対象とし

ている。 

今回改定する墨田区公園マスタープラン 

墨田区基本計画（令和４年７月） 

（計画期間：平成２８～令和７年度（中間改定：令和４年度）） 

※改定間隔：１０年ほどで全面改定、５年ほどで中間改定 

墨田区都市計画マスタープラン（平成３１年３月） 

（計画期間：平成３１～令和１０年） 

 ※改定間隔：１０年ほどで全面改定 

第二次墨田区緑の基本計画（令和４年３月） 

（計画期間：令和４～２２年度（中間改定：令和１２年度）） 

 ※改定間隔：２０年ほどで全面改定、１０年ほどで中間改定 

資料７ 

３ 期間・中間改定時期 

上位計画の計画予定期間や区の人口動態予測を踏まえ、改定公園マスプラの計画期間

は、現行の３０年計画から１８年計画（令和６～２３年度）に短縮する。 

その上で、前期を８年間（令和６～１３年度）、後期を１０年間（令和１４～２３年

度）とし、令和１３年度に中間改定する。 

＜関連計画＞ 
・墨田区景観計画（平成 2９年６月） 
・産業と観光の将来構想～あえる！～（令和 4 年６月） 
・第二次すみだ環境の共創プラン 中間改定（令和 4 年３月） 
・墨田区地域防災計画（令和４年度修正）                       など 


